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療育・発達支援に関する施策のあり方（障療育・発達支援に関する施策のあり方（障療育・発達支援に関する施策のあり方（障療育・発達支援に関する施策のあり方（障がいがいがいがい児保育の充実も含む）児保育の充実も含む）児保育の充実も含む）児保育の充実も含む） 

 

◆子ども・子育て支援事業計画の施策体系 

 

   ＜行動目標＞           ＜施策の方向＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）施策の方向について 

 

 障がいの有無によって分断された支援ではなく、気になる段階から早期発見、

早期支援ができるよう、身近な地域の支えあいの場における支援と理解が深ま

るように取り組みます。 

 また、障がいのある子どもとその家族に対しては、一人ひとりの障がいや発

達の状況に応じて支援ができるよう、関係機関の連携のもと、乳児期から学齢

期の各ライフステージの課題に応じたきめ細かな療育・発達支援を行います。 

 日常生活・集団生活への適応支援等、切れ目なく専門的な支援を行い児童の

発達を支えることにより自己実現の達成を目指します。 

 

●子ども・子育て支援法に基づく任意記載事項： 

虐待防止、母子・父子家庭支援、障がい児施策等について県との連携に関する事項    

資料資料資料資料４４４４ 

Ⅵ 社会的援助を必要とする

子ども・家庭への支援 

１）児童虐待防止対策の充実 
２）ひとり親家庭の自立支援の推進 
３）障がい児施策の充実 
４）外国人住民への子育て支援の充実 

 ＜ 論 点 ＞   

 

・ライフステージに応じた療育・発達支援体制を、どう強化するか。 

  

・身近な地域で、早期発見、早期支援を達成する取り組みを、どう考えるか。 
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療育の場につなぐ 

療育の場 
につなぐ 

専門職が保育士・教諭を支援 
保護者にも指導・支援 

医療・療育の場 
につなぐ 

 

 

ライフステージに応じた支援体制 ≪３つの柱≫ 

   「障がい児への継続した専門的な支援」「親・兄弟・家族への支援」「支援者への支援」 
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児童発達支援事業（ひかりの子） 
◆きめ細かな療育・支援 
◆発達障がい児の増加に応じた利用枠の確保 

小中学校 
◆障がい児の希望に

応じた受け入れの体

制確保（加配等） 

福
 

祉
 

巡回相談 
◆小中学校 
（教育委員会業務） 

親支援事業 ◆「ペアレントメンター」などの協力を得ながら、 
保護者の障がい受容につなげる 

放課後児童クラブ 
◆障がい児の受入れ促進 

県立小児保健医療センター、滋賀医大附属病院などの専門医療・療育 

放課後等デイサービス事業 
◆障がい児の自立促進、放課後の居場所づ

くりを推進 

発達土台、愛着形成、他者への信頼感の醸成 将来を意識した支援 
思春期課題への対応 

保育所等訪問支援事業 ◆幼稚園・保育園・こども園・小学校等へ訪問支援員が訪問

して、障がい児への訓練や指導、支援者への指導助言を行う 

巡回支援専門員整備事業 
◆幼稚園・保育園・こども園に訪問して、気になる子と支援者を支援 

巡回相談 
◆高校等 

幼稚園・保育園・こども園 
◆障がい児・発達に不安のある子

の成長過程に応じた受け入れの

体制確保（加配等） 

障害児相談支援事業  ◆障害児通所サービスの利用を適切にコーディネート 

高校 
◆将来を意

識した支援 

子ども発達支援センター

ｻｰﾋﾞｽ部門 

相談部門 

乳幼児健診 
◆未受診の防止徹底 
◆要観察以上になった子どもを適切な療育・医療につなげる 

乳幼児期（就園前） 乳幼児期（就園後） 学齢期～ 

子育て支援センター・子どもセンター・地域の子育て支援拠点 
◆子育てに関する不安をきがねなく相談し、適切な療育・発達支援につなげる 

身近な場で、い
つでも、誰でも、
気兼ねなく相談
できる体制整備 

ことば

と発達

の相談 

親子教室 

ぴっころ 

障害福祉サービス事業  
◆居宅介護や短期入所等の利用により障がい児の生活を支援 
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（２）施策の方針と推進事業について 

 

 障がいのある子どもとその家族が身近な地域で安心して暮らせるよう、年齢

や障がい特性に応じた適切な専門的支援が受けられるよう取り組みます。 

特に、「保育所等訪問支援事業」により保育所等において専門的な支援を新た

に行うとともに、これまでの「児童発達支援事業」や「巡回支援専門員整備事

業」等と重層的に支援を行い、幼稚園・保育園・こども園、小中学校での支援

体制の強化を図ります。 

 学齢期支援が重要であることを踏まえ、「放課後等デイサービス事業」の開設

をめざし、事業者との協議を進めます。 

 

（重点目標） 

 ◎関係機関が連携して、障がい児のライフステージに応じた専門的な支援を

切れ目なく継続して行います 

 ◎親・兄弟を含む「家族」視点での支援の強化を図ります 

 ◎支援者側への支援強化により身近な子育て支援の場や地域における支援を

強化するとともに、理解促進を図ります 

 

 

 

＜次世代後期事業計画以外の新規取組＞ 

 ・児童発達支援事業の充実 

 ・保育所等訪問支援事業の実施 

 ・放課後等デイサービス事業の開設促進 

 ・ペアレント・トレーニング養成講座、ペアレント・メンター養成講座 

 ・障害児相談支援事業の実施 

 

 

＜次世代育成支援後期行動計画の推進事業＞ 

・支え合いによる障がい者支援 

・生活支援の充実 

・保健･医療の充実 

・療育･保育･教育環境の整備 

・雇用･就労の推進 

・生活を支える情報提供･コミュニケーション支援 

・生活環境の整備 

・社会参加と自己実現のための活動機会の充実 


